
別冊４

専門委員等の改選のあった審議会等に係る女性割合の変化や目標達成に

向けた取組等（2022.3.31）



府省庁 審議会等 総数(人) 女性(人)
女性の

割合(%)

2021年9月

30日時点

女性の割合

(%)

改選に

おける

変化等

女性委員比率を高めるため

に行った取組

女性委員比率が下がった

要因

内閣府 宇宙政策委員会 47 12 25.5 21.4 ↑

関連分野における女性の学

識経験者等を委員に任命 ―

民間資金等活用事業

推進委員会
20 6 30.0 35.0 ↓

関連分野における女性の学

識経験者等をより積極的に

委員に任命するため、例え

ば、女性の学識経験者につ

いては経験年数等が相対的

に少ない場合も任命するな

どの検討を行った。

金融に係る知見を求める

ため関係団体に対し所属

する金融機関のＰＦＩ担

当の推薦を求めてきた

が、推薦を受けて任命し

た女性専門委員が人事異

動に伴い男性に交代し、

専門委員の交代も申し出

があったところ、意向を

受け入れ任命することが

適当であると判断したた

め。



内閣府

食品安全委員会 194 75 38.7 36.7 ↑

関係者から女性候補者に関

する情報収集に努めるな

ど、女性委員の比率向上に

取り組んだ。

ー

原子力委員会 16 7 43.8 ― （新）

当該分野で活躍する女性有

識者について情報収集に努

めるなど、女性委員の比率

向上に取り組んだ。

－

消費者委員会 41 21 51.2 ― （新）

消費者委員会に設置予定の

各部会・専門調査会等につ

いて、部会・専門調査会ご

とに、女性委員の比率が

40%以上となるよう専門委

員等の候補者選定を行っ

た。

－



内閣府

税制調査会 26 9 34.6 34.8 ↓

女性比率の目標達成にも資

するよう、女性委員を１名

増員した。

現在の任期は令和２年１

月～令和５年１月であ

り、その開始時は女性比

率は32％で、当時の女性

割合目標30％を達成して

いた。

その後、男性委員２名が

退任したことで、前回調

査時の令和３年９月時点

では、結果として女性比

率が一時的に34.8％と

なった。新たな諮問がな

されたこと等に伴い、男

性３名女性１名を任命し

た結果、女性比率が

34.6％となり、任期開始

当初の32％から上昇し

た。（但し、調査時点同

士での比較では34.8％か

ら34.6％と0.2％ptの減と

なった。）



金融庁
自動車損害賠償責任

保険審議会
7 3 42.9 0.0 ↑

男性の「特別委員」１名を

「委員」としたうえで、

「特別委員」として女性３

名を追加任命することで女

性比率を高めた。

－

企業会計審議会 26 9 34.6 29.6 ↑ 特になし －

統計委員会 23 6 26.1 23.8 ↑ 特になし －

地方財政審議会 53 8 15.1 18.8 ↓

関係団体等に対して

女性の候補者を推薦するよ

う依頼した。

当該分野に関連する専門

的知識や経験等を有する

者を選任する中で、女性

候補者が少なかった。

情報通信審議会 208 73 35.1 35.3 ↓

令和５年１月の改選に向け

て、女性専門委員等比率を

高めるため、女性リーダー

人材バンク等のデータベー

スを活用する他、学会や経

済界、関係府省庁等と連携

して情報を得るなど、積極

的に女性の候補者を探して

いくなど取組を強化する。

専門委員１名の追加任命

が必要となり、専門分野

に関する経歴、業績等を

踏まえて候補者を選定し

た結果、男性専門委員１

名が増加（女性専門委員

数は減じていない。）

法務省 法制審議会 66 35 53.0 40.0 ↑ 特になし －

総務省



文部科学省

中央教育審議会 205 71 34.6 34.8 ↓

複数の担当課において委員

の選定を行う場合は、取り

まとめ課より、第５次男女

共同参画計画を踏まえて積

極的に女性委員を選ぶよう

通知した。

追加任命があったうち、

一部会議が扱う分野にお

いては、研究や産業にお

ける女性比率が低いた

め、委員任命にあたって

も高い女性比率を求める

ことが困難であった。

大学設置・

学校法人審議会
398 179 45 44.2 ↑

改選に当たっては、委員会

の特性によって異なるもの

の、女性比率の高い学問分

野に係る委員会を中心に、

可能な限り女性委員の登用

に努めた。

―



文部科学省

文化審議会 347 124 35.7 35 ↑

年度途中に新たな部会が設

置したこともあり、女性委

員の割合は若干であるが向

上している。来期以降も引

き続き、女性委員の割合の

向上を目指し、女性委員を

登用するよう努めるととも

に、日頃から女性の大学教

授等から、委員の候補にな

る人材発掘を行う等、格段

の配慮をするほか、関係団

体に対しては、引き続き委

員の推薦に当たって、政府

の方針を示しつつ、できる

だけ女性の委員を推薦いた

だくよう格段の協力を要請

する。

―

科学技術

・学術審議会
580 185 31.9 31.7 ↑

専門委員等を追加任命する

際に、女性の割合を高くす

るよう人選した。

－

原子力損害賠償紛争

審査会
237 34 14.3 12.6 ↑

２名の特別委員を追加任命

したが、うち１名は女性を

任命している。

ー



文部科学省
文部科学省国立研究

開発法人審議会
50 18 36 35.3 ↑ 特になし －

厚生労働省

社会保障審議会 403 141 35 37.1 ↓

関係団体等へ女性の委員候

補者を推薦していただくよ

う依頼するなど、女性委員

の比率向上に取り組んだ。

部会によっては、その開

催予定がないことから、

委員の任期満了後、その

後の任命を行わなかった

ことなどの要因もあり、

減少したものと思われ

る。

厚生科学審議会 333 124 37.2 36.6 ↑

厚生科学審議会傘下の分科

会、部会の所管課室宛に専

門委員等の改選を行う際に

は女性委員の委嘱を積極的

に行うよう周知を行った。

ー

労働政策審議会 225 71 31.6 32 ↓

女性委員の参画拡大に向け

て、関係団体へ政府方針を

伝え、協力を依頼してい

る。

委員の交代があった一部

の分科会等において、後

任の女性臨時委員が他の

分科会等臨時委員を兼務

していることにより、女

性臨時委員人数増となら

なかったため。



厚生労働省

医道審議会 315 116 36.8 37.9 ↓

関係団体へ政府方針を伝

え、積極的に女性の委員候

補者を推薦していただくよ

う求めるとともに、

現在女性委員を選出してい

る関係団体へは、引き続き

女性委員を推薦していただ

くようを求めた。

全体として扱う案件の専

門性が非常に高く豊富な

知識と経験が必要である

ことから、適任者の選出

には相応の調整が必要で

ある。こうした中、そも

そも女性が少ない専門分

野があり、女性委員の後

任に女性を選任するこ

と、男性委員の後任に女

性を選任することが困難

なケースもあることなど

が要因として考えられ

る。



厚生労働省

薬事・食品衛生

審議会
411 139 33.8 33.7 ↑

今回の改選に関しては、医

薬品の承認や安全対策等に

関する適切な審議が行われ

るように充て職で改選を行

う必要があったため女性を

任命することができなかっ

たが、薬事・食品衛生審議

会に設置されているすべて

の部会・調査会において、

特段の事情等がない限り、

当該専門分野における有識

者のうち女性を登用するよ

う努めており、今回の調査

期間外（2022年4月1日時

点）では女性比率が微増し

ている。

―

循環器病対策推進

協議会
1 0 0 ― (新)

協議会傘下の下部組織の委

員へ任命するために、専門

委員を追加で１名任命する

こととなったが、循環器病

に関する豊富な知識が必要

であり、該当する者を検討

した結果、男性１名の任命

となった。

―



厚生労働省

特定石綿被害建設業

務労働者等認定審査

会

14 8 57.1 ― (新) 特になし ―

中央社会保険医療

協議会
10 3 30 33.3 ↓

今後の改選時には目標を達

成できるよう、関係団体か

ら推薦していただく場合

は、事前に政府方針を伝

え、積極的に女性の委員候

補者を推薦していただくよ

う求めていくとともに、関

係者との調整を早めに実施

するよう努めた。

本協議会は、医療保険に

おける支払側委員と診療

側委員とが保険契約の両

当事者として協議し、公

益委員がこの両者を調整

するという三者構成と

なっているが、その専門

委員については、関係団

体からの推薦に基づいて

任命している。関係団体

へは政府方針を伝え、女

性の委員の推薦を求めて

いるが、関係団体での委

員候補の女性比率が低い

ことも要因と考えてい

る。

農林水産省
食料・農業・農村政

策審議会
140 51 36.4 36.4 → 特になし ―

経済産業省 消費経済審議会 11 4 36.4 30 ↑
女性の有識者に新規での就

任を依頼した。
―



経済産業省

日本産業標準調査会 225 89 39.6 36.8 ↑

委員の任期満了に際し、男

性から女性への交代や、女

性の継続、などの取り組

み、審議事項の利害関係者

となる企業や工業会等に理

解と協力を求め、委員候補

と成り得る女性の照会に努

めた。

―

電力・ガス取引監視

等委員会
22 7 31.8 28.6 ↑

経済産業省所管の独立行政

法人の人脈を通じて、当該

法人が主催する委員会にお

ける女性有識者の紹介を受

け、新たに専門委員に就任

いただいた。

―

化学物質審議会 14 6 42.9 37.5 ↑ 特になし ―

経済産業省国立研究

開発法人審議会
14 8 57.1 60 ↓ 特になし

女性委員の比率は若干低

下したものの、依然とし

て目標の範囲内で委員管

理を行っている。なお、

当該比率の低下は、臨時

委員（女性）１名を、新

たに委員として任命した

ことに伴って生じたも

の。



経済産業省

中小企業政策審議会 32 10 31.3 38.3 ↓

関係課に、女性専門委員等

の比率の引き上げに関し積

極的に周知するなどの働き

かけを行った。

政府目標の引き上げに伴

い、担当課への周知・徹

底をはじめ、更なる女性

委員拡充に向けて取り組

んでいるところである

が、昨年の9月以降、審議

会下の組織の統廃合など

の改組を進めており、改

組後の組織における委員

の任命は現在途中段階に

ある。現時点の女性比率

については、専門性など

も含めて総合的な観点で

任命を進めた結果、前回

調査時点と比べて低下し

ている。

工業所有権審議会 27 10 37 31.8 ↑

弁理士や弁護士といった実

務家等へ一層のアプローチ

を行い、女性の委員候補を

広範に検討した。

―

総合資源エネルギー

調査会
154 47 30.5 30.0 ↑

関係課に対し、女性専門委

員等の比率の引き上げに関

し積極的に周知するなどの

働きかけを行った。

―



経済産業省
産業構造審議会 576 196 34.0 31.7 ↑

関係課に女性専門委員等の

比率の引き上げに関し積極

的に周知するなどの働きか

けを行った。

―

国土交通省

国土審議会 182 52 28.6 28.7 ↓

改選のタイミングにおい

て、女性有識者の積極的な

登用。衆議院及び参議院に

対し、女性委員の推薦につ

いて、配慮の申し入れ。

・今回の調査期間中に任

命のあった国会議員につ

いては、どの分科会にお

いても男性議員が大半を

占めていたため、女性比

率の向上につながらな

かった。

・首長も国会議員同様、

母集団に男性の占める割

合が高く、改選にあたっ

ても男性を任命すること

となった分科会が多かっ

た。

・女性専門委員等が審議

会の委員に選任されたこ

とにより、数字上、専門

委員等の女性比率の減少

に寄与。



国土交通省

社会資本整備審議会 309 103 33.3 32.9 ↑

社会資本整備審議会には分

科会及び分科会に属しない

部会（以下「分科会等」と

いう。）が１１個あり、前

回調査時点（2021年９月30

日）の翌日以降今回調査時

点（2022年３月31日）まで

の期間内に４分科会等で改

選を行った。改選等にあ

たっては、専門家から女性

の適任者を積極的に選任す

ることで、女性比率向上に

努めた。また、調査審議が

終了した小委員会等に属す

る委員については、適切に

退任手続きを行った。

―



国土交通省

交通政策審議会 187 59 31.6 31.2 ↑

交通政策審議会には８つの

分科会があり、前回調査時

点（2021年９月30日）の翌

日以降今回調査時点（2022

年３月31日）までの期間内

に６分科会で改選を行っ

た。

そのうち１つの分科会にお

いては、改選等にあたり、

改選等対象者が原則男女同

数となるよう選任し、女性

比率向上に努めた。

―

中央建設工事紛争

審査会
160 51 31.9 31.4 ↑

特別委員の交代時に女性委

員を登用出来るよう努力し

た。

―

環境省

中央環境審議会 578 92 15.9 15.1 ↑

女性の学識経験者等が少な

い分野が多い中、日頃から

女性委員の候補となり得る

方について情報収集等に努

め、具体の人選に反映させ

た。

―



環境省
有明海・八代海等総

合調査評価

委員会

24 7 29.2 0.0 ↑

有明海・八代海総合評価委

員会委員として求められる

専門分野への知識等を備え

た女性学識経験者の有無を

調査し、積極的に女性委員

を登用した。

―

注1　（新）は、前回調査時以降に新たに設置された審議会等又は前回調査時には、活動停止中により専門委員等がいなかったが、新たに

専門委員等が選出されたもの

注２　消費者庁及び財務省は、改選等のあった審議会等はなかった。


